
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

長野県自転車用ヘルメット着用促進のための広報啓発活動委託業務の受託者を公募型 

プロポーザル方式により募集します 
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１ 委託業務名 

  長野県自転車用ヘルメット着用促進のための広報啓発活動委託業務 

 

２ 委託業務の内容 

  令和５年４月の改正道路交通法の施行により、自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務化さ

れてから１年以上経過しているが、ヘルメットの着用率は低水準のままである。このことから、従

来の啓発活動に加えて、特に高校生・大学生等自転車の利用機会の多い年代に向けて今までとは違

った視点から自転車用ヘルメットの着用を促進し、自転車を安全に利活用する意識の向上を図り、

自転車事故のない長野県を目指すため、イベント等を通じて自転車用ヘルメットの着用率を向上

させる。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和７年３月 31 日 

 

４ 委託上限 

  500,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

５ スケジュール 

  ・公告日：令和６年７月 31 日（水） 

・参加申込期間：令和６年８月５日（月）まで 

・業務説明会：説明会は実施しません。 

・企画提案書等提出期限：令和６年８月 16 日（金） 

・プレゼンテーション（企画提案評価会議）： 

企画提案書のみで評価会議を行うためプレゼンテーションは実施しません。 

 

６ その他 

  申し込み方法等の詳細につきましては下記 URL からご確認ください。 

    https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/240731proposal.html 

 

長野県（県民文化部）プレスリリース  令和６年（2024 年）８月１日 

 

長野県自転車用ヘルメット着用促進のための広報啓発活動委託業務の 

受託者を募集します 

（問合せ先） 
担 当 
県民文化部くらし安全・消費生活課 交通安全対策係 
        小林 
電 話  026-235-7174（直通）FAX  026-235-7374 
    026-232-0111（代表）内線 2849 
E-mail kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp 


